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【フランチャイズ】

第1 はじめに

フランチャイザー（以下「本部」といいます。）が、フランチャイズ

契約書を作成する際に、インターネットで公開されている又は書

籍に掲載されている雛形を使用することがありますが、それぞれ

の条項の意義を理解していなければ、自らの事業の実態に沿っ

た適切なフランチャイズ契約書を完成させることはできません。

その結果、例えば、実現できない事項について合意してしまっ

たり、事業固有のリスクに対応できないものとなってしまったりし

て、後日、フランチャイジー（以下「加盟者」といいます。）との紛争

に発展したり、想定外の損害を被ったりすることもあります。

他方で、加盟者も、本部から提示されたフランチャイズ契約書

を確認する際に、それぞれの条項の意義を理解していなければ、

後日、思わぬ支出や想定外の義務の履行を余儀なくされたり、実

施を予定していたことが契約違反となったりすることがあります。

元号が令和になってからもフランチャイズ契約を巡る裁判例

が多数公刊されており、また、公正取引委員会による「フランチャ

イズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」（以下「フラン

チャイズ・ガイドライン」といいます。）及び中小小売商業振興法

施行規則の改正等の動きもありました。フランチャイズ業界の規

模は依然として拡大傾向にあり、紛争予防の観点からフランチャ

イズ契約書の理解は重要となります。

そこで、以下では、最新裁判例等を踏まえ、改めてフランチャイ

ズ契約書を作成又はチェックする際に特に留意すべき重要事項

について解説します。

第2 フランチャイズ契約書の
重要事項

 ■ 総論

フランチャイズ・ガイドラインによると、フランチャイズ・システム

は「本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権

利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の

事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、

これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であ

る」とされています（フランチャイズ・ガイドライン１（１））。

「特定の商標、商号等を使用する権利を与える」に関連して、

商標・標章の使用等に関する条項が、「加盟者の物品販売、

サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統

制、指導、援助を行い」に関連して、研修、マニュアルの貸与、経

営指導及び店舗運営等に関する条項が、「加盟者が本部に金

銭を支払う」に関連して、加盟金、加盟保証金、ロイヤルティ及び

システム使用料等に関する条項が、フランチャイズ契約書に設

けられることが通常です。

これらは、本部が加盟者に提供する／加盟者が本部から提供

を受ける、フランチャイズ・システムの根幹を為すものである以

上、これらの事項を事前に精査し、理解しておくべきことは言うま

でもありません。

他方で、フランチャイズ・システムを維持・存続させるために、例

えば、以下のように、本部が加盟者に対し、一定の利益、権利を

保障したり、反対に、義務を課したりすることがあります。
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① 売上保証

② テリトリー権

③ 競業避止義務

これらは、前述の条項に匹敵する重要な条項ではあるものの、

前述の条項とは異なり、フランチャイズ・システムそのものではなく、

必ずしも加盟者に保障される権利又課される義務ではありません。

また、その内容も事業により様々ですので、フランチャイズ契約書

において適切に規定し、その内容を適切に理解しておかなけれ

ばなりません。

また、フランチャイズ契約書は、本部も加盟者も、加盟者によ

る事業が順調に展開され、期間満了までフランチャイズ契約が

存続することを期待して締結されますが、その締結後に何らかの

事情が生じ、期間途中での契約の終了が問題となることがあり

ます。そこで、フランチャイズ契約書では、以下のような規定が設

けられることが通常です。

④ 中途解約

⑤ 契約解除

⑥ 契約終了後の措置

一方当事者は契約の存続を希望しているにもかかわらず、他

方当事者が契約の終了を希望する場合に、契約の終了を巡る

紛争に発展しかねませんので、これらについてもフランチャイズ契

約書において適切に規定し、その条項を適切に理解しておかな

ければなりません。

そこで、以下では、以上の①から⑥について、順に説明してい

きます。

 ■ 売上保証

前提として、フランチャイズ契約書において記載する義務のあ

る事項は存在しません。また、中小小売商業振興法の「特定連

鎖化事業」に該当するフランチャイズ事業を展開している本部は

法定開示書面の交付及び説明の義務を負いますが（中小小売

商業振興法１１条１項）、売上保証の有無に関する条項は法定

開示書面の記載事項ではありません（同項１号から５号並びに

同施行規則１０条及び１１条参考）。

しかし、フランチャイズ・ガイドラインにおいては、「独占禁止法

違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者の適正な判断

に資するよう本部の加盟者の募集に当たり、次のような事項に

ついて開示が的確に実施されることが望ましい」として、「事業活

動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不

振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容」

（要するに、売上保証の有無に関する条項）が挙げられています

（フランチャイズ・ガイドライン２（２）〔６〕）。

また、フランチャイズ契約の締結に至る過程で、本部は、加盟

者に対し、売上予測等に関する資料を交付しますが、本部の担

当者の発言等と相まって、加盟者がこれを売上保証であると誤

認することもあります。

したがって、本部としては、特に、売上保証をしない場合には、

フランチャイズ契約書において、

「本部は、加盟者に対し、本件店舗の売上、利益及び成功を保

証しない。」

と規定しておくことが望まれます。

これにより、本部の担当者の発言を加盟者が誤解するような

ことがあったとしても（誤解が生じ得るようなセールストークを控え

るべきことは言うまでもありません。）、本部において、想定外に売

上保証をさせられるといった事態を回避することが可能となりま

す（東京地判平成３年４月２３日判タ７６９号１９５頁）。

他方で、本部において、売上保証をする場合は、売上保証の

有無及び内容に疑義が生じないように、最低保証の対象及び

計算方法（対象は、売上又は利益等のいずれであり、どのように

計算されるのか）、最低保証額（最低保証の対象がいくらに到達

しない場合に保証されるのか）、会計期間（最低保証額はどの会

計期間を対象としたものであるのか）、最低保証の条件（最低保

証額の未達以外の保証履行の条件の有無及び内容）を明確
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に規定しましょう。

加盟者としては、本部の担当者の口頭の説明のみを鵜呑み

することは避けるべきです。加盟者においても、売上保証の有無

及び内容に関する条項がフランチャイズ契約書においてどのよ

うに記載されているのかを必ず確認しましょう。

 ■ テリトリー権

本部から指定された営業地域において独占的に営業すること

ができる権利を「テリトリー権」といいます。

テリトリー権の有無及び内容は、中小小売商業振興法の法

定開示書面の記載事項ですので（中小小売商業振興法施行

規則１０条９号）、中小小売商業振興法の「特定連鎖化事業」に

該当するフランチャイズ事業を展開している本部は、これを法定

開示書面に記載する必要があります。

また、令和３年のフランチャイズ・ガイドラインの改正により、

「独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者

の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり、次の

ような事項について開示が的確に実施されることが望ましい」と

して、「加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれ

に類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の

加盟者に営業させること（以下「ドミナント出店」という。）ができる

か否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこの

ような営業が実施される計画の有無及びその内容」（要するに、

テリトリー権の有無及び内容）が挙げられるようになりました（フラ

ンチャイズ・ガイドライン２（２）〔８〕）。

したがって、本部としては、「特定連鎖化事業」に該当するフラ

ンチャイズ事業を展開しているか否かにかかわらず、テリトリー権

の有無及び内容を、フランチャイズ契約書において明確に規定

しておくことが望まれます。

その際には、特に、テリトリーの範囲（直線距離で特定するより

は、地図で特定する方がより明確です。）、営業権の内容（店舗

の出店が制限されるのか、販売促進活動が制限されるのか、例

外はないのか等）及び営業権の期間（契約後１年間といった制

限を設ける場合もあります。）を明確にした規定にしましょう。

売上保証と同様に、加盟者は、本部の担当者の口頭の説明

のみを鵜呑みすることは避けるべきです。加盟者においても、テリ

トリー権の有無及び内容に関する条項がフランチャイズ契約書

においてどのように記載されているのかを必ず確認しましょう。

なお、厳密にはテリトリー権ではありませんが、本部が加盟者に

対して加盟者の店舗の近隣に出店する際に一定の配慮を約束

したか否かが問題となることがあります。配慮の内容としては様々

なものが考えられ、新店舗の出店を計画した段階で加盟者に当

該新店舗の加盟者となることを優先的に打診する（加盟者が拒

否すれば、第三者が当該新店舗の加盟者となる）というものか

ら、事前に通知をするに留まるものまであります。これらについて

は、フランチャイズ契約書に規定がなければ原則として認められ

るものではありませんが、本部の担当者が明確に約束し、それが

証拠に残っているような場合は、例外的に認められることもありま

す。本部としては、担当者がセールストークの一環としてこのよう

な約束をしないように注意する必要がありますし、加盟者におい

ても、本部の担当者の口頭の説明のみを鵜呑みすることは避け

るべきです。

 ■ 競業避止義務

フランチャイズ契約において、本部が、加盟者に対し、契約期

間中及び契約終了後一定期間、一定の場所において、同種又

は類似の事業を営んではならないとの義務（以下「競業避止義

務」といいます。）を課すことが多いです。なお、明文の規定のな

い契約終了後の競業避止義務は、原則として否定されます（東

京地判令和３年１月２５日２０２１ＷＬＪＰＣＡ０１２５８００２）。

競業避止義務は、どのような期間、場所、事業であっても、フラ

ンチャイズ契約において規定さえすれば常に有効となるものでは
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なく、本部のノウハウ等の営業秘密の保護及び顧客・商圏の確

保といった合理的な目的を超えて加盟者の営業の自由を不当に

制限するものは、公序良俗に反して無効となると解されています

（優越的地位の濫用に該当するとして、独占禁止法に違反する

可能性もあることはフランチャイズ・ガイドライン３（１）参照。）。そ

して、競業避止義務条項の有効性は、禁止する目的に比して、

禁止される業務の範囲、期間及び場所が過大なものでないかが

検討されます。

したがって、本部としては、加盟者に競業避止義務を課す場

合、フランチャイズ契約書においてその旨明確に規定するのみな

らず、その内容を適切なものとする必要があります。

競業避止義務の有効性に関連して、特に問題となりやすい、禁

止される期間と違約金の内容について、以下、若干言及します。

（1）禁止される期間

フランチャイズ契約において、競業避止義務が課される平均

的な期間は、契約終了後２年間とされていますが（経済産業省

「フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査報告書」２８頁（平

成２０年３月））、これはあくまでも平均であり、２年以上であれば当

然に無効となるわけではありません。

従前より、フランチャイズ契約終了後５年間の競業避止義務を

有効とした裁判例も存在していたなかで（大阪地判平成２２年５

月２７日判時２０８８号１０３頁）、近時の裁判例においても、フラン

チャイズ契約終了後５年間の競業避止義務を有効とされました

（東京地判令和元年９月１１日２０１９ＷＬＪＰＣＡ０９１１８００５）。

もっとも、この裁判例では「原告のフランチャイズ契約における加

盟店が全国展開をしており、出張型の修理を中心とする事業で

あり、加盟店の参入障壁を低いものとするために初期投資や月

会費を低額に設定しているため、原告のノウハウや商圏を維持

する必要がある（以上につき甲１２）ことに照らすと、本件競業避

止義務規定が定める競業避止義務については、一定の合理性

が認められ、その存在自体が直ちに公序良俗に反するものや被

告会社との信義則に反するものとはいえない。」と判示されてお

り、営業秘密の保護や顧客・商圏の確保の必要性が高いことが

前提となっていることには注意が必要です。

また、禁止される期間の起算点についても、フランチャイズ契

約の終了の日の翌日とするのか、競業避止義務違反行為の終

了時とするのか（競業避止義務違反行為をしている間は期間が

経過しないようにするのか）を決めておく必要があります。後者に

関する近時の裁判例としては、フランチャイズ契約書において明

確に規定していたことなどからこれを有効なものとした東京地判

令和元年１１月２８日２０１９ＷＬＪＰＣＡ１１２８８０２３と、本部は後

者であると主張しましたが、フランチャイズ契約書に記載していな

かったために前者（フランチャイズ契約の終了の日の翌日）であ

ると認定された東京地判令和３年１月２５日２０２１ＷＬＪＰＣＡ０１

２５８００２があります。

（2）違約金の内容

競業避止義務違反による損害の算定が困難であることから、

フランチャイズ契約書において、加盟者が競業避止義務に違反

した場合の違約金が規定されることがあります。この違約金も、

適正な金額を超える部分については、公序良俗に反して無効で

あると解されています。

違約金をどのように設定すればよいかということが問題となり

ますが、近時の裁判例においても「競業避止義務に違反した場

合の一般的な違約金額や本件に現れた一切の事情を総合考

慮すると、適正な違約金額は、ロイヤリティ平均月額の３０か月分

と解するのが相当である。」と判示されており（東京地判令和元

年１１月２８日２０１９ＷＬＪＰＣＡ１１２８８０２３）、決まった算定式は

ありません。

もっとも、この裁判例のように「ロイヤリティ平均月額の３０か月

分」の範囲で違約金を認める裁判例が相当数あり（東京地判平

成６年１月１２日判タ８６０号１９８頁等）、裁判例上は「ロイヤリティ

平均月額の３０か月分」が一つの基準となっているように思います。
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ただし、その倍の６０か月分のロイヤルティの違約金を認めた裁

判例（大阪地判昭和６１年１０月８日判タ６４６号１５０頁）もありま

すので、あくまでも目安に過ぎないことには注意が必要です。

 ■ 中途解約

契約期間を定めたにもかかわらず、その期間満了までの間に、

一方の当事者が、自らの意思によりフランチャイズ契約を解約す

ることを中途解約といい、その権利を中途解約権といいます。

中途解約権が認められるためには、フランチャイズ契約書等に

おいて、中途解約条項を設ける必要があります（反対に言えば、

中途解約条項がなければ、中途解約をすることはできません。）。

本部としては、フランチャイズ契約が期間満了まで継続し、加

盟者からロイヤルティ等の対価を受領し続けることが望ましいた

め、中途解約条項は、期間途中で事業の継続を断念する必要

が生じ、フランチャイズ契約の中途解約を希望することがある加

盟者のために設けられることが通常です。

したがって、特に加盟者においては、中途解約権の有無、中

途解約権の行使の方法（通常は書面で数か月前までに通知し

なければならない旨規定されています。）、中途解約権を行使でき

る時期（フランチャイズ契約の締結後数年間は中途解約権を行

使できないと規定されていることがあります。）、中途解約権を行

使した場合の違約金の有無及び金額について確認しましょう。

なお、あまりに高額の違約金を設定し、そのとおりに違約金を

請求することは、公序良俗に違反するとして、裁判所において違

約金請求が否定されることがあります。違約金は、安易な中途解

約を抑制し、フランチャイズ・チェーンの信用毀損の防止、統一

性の維持、ロイヤルティ収入の確保等を目的とするものですの

で、その目的を達成するために必要な範囲で違約金を設定する

必要があります。実務的にはロイヤルティの1年以内に収める例

が多いようです。

 ■ 契約解除

フランチャイズ契約書では、加盟者の債務不履行について解

除事由を明文化するために、契約解除に関する条項が設けられ

ることが多いです。

債務不履行解除は、民法改正により、債務者の帰責事由は

不要とされましたので、（民法５４１条及び５４２条）、多くの本部

は、民法改正に伴い、「加盟者の責めに帰すべき事由により」と

いう文言を削除しているのではないかと思います。

その関係で、例えば、「加盟者の代表者が３営業日以上連絡

が取れなくなったとき。」といった解除事由が規定されている場

合、「加盟者の責めに帰すべき事由により」という文言がなけれ

ば、加盟者の代表者においてやむを得ず本部と連絡が取れなく

ても解除事由に該当してしまうことになります。

以上は一例ですが、特に加盟者においては、どのような事由が

発生すると本部がフランチャイズ契約を解除できる状態になるの

かを慎重に確認する必要があり、特に（やむを得ず）発生してしま

うような事由がある場合には、事前に本部と相談し、当該事由だ

けでも「加盟者の責めに帰すべき事由により」との限定を付して

もらうよう協議することが考えられます。

 ■ 契約終了後の措置

フランチャイズ契約が終了すると、加盟者は、フランチャイズ契

約により使用が認められていた本部の商号やノウハウの利用が

できなくなります。

本部からすると、商号の関係でいえば、未だ本部のフランチャ

イズ・チェーンに属しているかのような表示は撤去させる必要があ

りますし、ノウハウの関係でいえば、ノウハウが記載されている資

料等を速やかに返却させる必要があります。

ここで重要であるのは、加盟者が任意に撤去等しない場合に、

本部が加盟者に代わり撤去等を実施できるように規定して

5
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おくことです。このような規定がなければ、本部は、加盟者の同意

なく、加盟者の事務所に立ち入り、撤去等を実施することができ

なくなります（このような規定があっても物理的に加盟者を排除

することまではできません。）。

この場合において、意外に処理に困るのが、加盟者の残置物

の扱いです。フランチャイズ契約書において、加盟者による残置

物の所有権を放棄する旨規定しておかなければ、本部は、加盟

者に無断で、加盟者の所有物を処分できません。

また、フランチャイズ契約が終了した場合、本部が加盟者所有

の店舗の内装、設備、器具及び備品等を買い取る先買権を有

し、本部が買取りを希望したときは加盟者がこれに応じるといった

先買権条項を設けることもあります。これは、競合他社が加盟者

の内装等を買い取り、新規出店をすることで、本部の商圏をその

まま奪取することを防止するために設けられます。

第3 おわりに

以上、フランチャイズ契約書において特にチェックするべき重

要事項を説明しましましたので、フランチャイズ契約書の作成及

びチェック等で参考にしていただければ幸いです。

以上
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	03_フランチャイズ_森本祐介
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